
フランスでの情報発信・交流促進業務委託企画提案競技実施要領 

 

 この実施要領は、秋田県（以下「県」という。）が実施する「フランスでの情報発信・

交流促進業務」（以下「本業務」という。）に係る委託候補者を選定する企画提案競技に

関し、必要な事項を定めるものです。  

１ 業務内容  

（１）業務名 フランスでの情報発信・交流促進業務 

（２）業務の仕様等 【資料２】仕様書のとおり 

（３）履行期限 契約締結日 から 令和９年２月２６日まで 

（４）委託額の上限 １４，５００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

２ 実施スケジュール  

（１）実施要領等の公開          令和８年４月３０日（木） 

（２）実施要領等に関する質問の受付    令和８年５月 ７日（木）１７時まで 

（３）上記質問に対する回答（最終）    令和８年５月 ８日（金） 

（４）参加資格確認申請書締め切り     令和８年５月１１日（月）正午まで 

（５）参加資格の確認結果の通知      令和８年５月１２日（火） 

（６）参加資格が認められない理由の請求  令和８年５月１３日（水）正午まで 

（７）企画提案書提出締め切り       令和８年５月１４日（木）１７時まで 

（８）企画提案競技開催          令和８年５月２１日（木）午後 

（９）結果通知              令和８年５月下旬予定 

（10）契約締結              令和８年５月下旬予定 

 

３ 参加資格に関する事項 

 本業務に関する企画提案競技に参加できる者は、下記に掲げる参加資格要件（以下「参

加資格」という。）の全てを満たす者で、秋田県知事から参加資格の確認を受けたものと

します。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者 

（２）民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てをしている 

者若しくは再生手続開始の申立がされている者（同法第 33条第１項に規定する再生 

手続開始の決定を受けた者を除く。）又は会社更生法（平成 14年法律第 154号）に 

基づき更生手続き開始の申立てをしている者若しくは更生手続き開始の申立てがされ 

ている者（同法第 41条第１項に規定する更生手続き開始の決定を受けた者を除 

く。）に該当しない者 

（３）企画提案競技参加資格確認申請書の提出日において、県からの受注業務に関し、指 

名停止の措置を受けていない者 

（４）秋田県暴力団排除条例（平成 23年秋田県条例第 29号）第２条に規定する暴力団員 



又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しない者 

（５）フランスにおける日本の自治体のプロモーションや、日本の自治体とフランスの自 

治体交流促進に関する実績を有し、仕様書に定める業務を円滑に遂行できる体制を有 

していること。 

（６）フランス国内の公的機関（自治体、美術館等）との折衝および高度な専門性を要す 

る逐次・同時通訳が可能なスタッフを本プロジェクトに専従で配置できること。 

（７）フランス現地での緊急事態（交通障害、デモ等）においても柔軟に対応可能な現地 

ネットワークを有していること。 

（８）共同企業体（以下「ＪＶ」という。）での参加の場合、代表者は（１）～（４）の

全てを満たすこと。 構成員については（２）～（４）の条件を満たす者で構成され

ること。 

 なお、ＪＶの構成員である者は、単独で本企画提案競技への参加はできません。 

 

４ 手続き等に関する事項  

（１）問合せ・各種書類提出先 

   〒０１０－８５７２ 秋田県秋田市山王三丁目１－１（秋田県庁第二庁舎１階） 

   秋田県観光文化スポーツ部観光戦略課インバウンド・クルーズ誘客推進室    

電 話：０１８－８６０－２２６５ 

   ＦＡＸ：０１８－８６０－３８６８ 

   メールアドレス：Kanko@pref.akita.lg.jp 

 

（２）実施要領等に関する質問の受付 

  実施要領等に関する質問は、「【様式１】実施要領等に関する質問票」により受け付 

 けます。  

 （ア）受付期間：「２ 実施スケジュール」のとおり 

 （イ）受付場所：「４（１）」のとおり 

 （ウ）提出方法：電子メールに限ります 

 （エ）回答方法：質問及び回答内容を「美の国あきたネット」の「電子入札・入札・コ 

         ンペ」－「コンペ情報」に掲載します 

（３）参加資格の確認 

  参加者は、下記の参加資格確認申請書類を提出期限までに「４（１）問合せ・各種書 

 類提出先」に原則電子メール（PDF形式のデータ）で提出してください。（押印不要） 

 （ア）参加資格確認申請書類 

  【様式２】企画提案競技参加資格確認申請書 

  【様式３】会社概要（様式中の同項目が全て記載された会社パンフレット等既存の資 

       料に代えることができます） 

  【様式４】事業委託共同体結成届（ＪＶ参加の場合のみ） 

 （イ）提出期限：「２ 実施スケジュール」のとおりです。 提出後、申請書への追加 
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   及び変更は認めません。 

 （ウ）期限までに提出しない者又は企画提案競技参加資格が認められなかった者は、企 

   画提案競技に参加することができないものとします。 

 （エ）参加資格の確認は、提出期限の日をもって行います。 

 （オ）参加資格の確認結果については、「２ 実施スケジュール」にある期日に、電子 

   メールにより通知します。 

 （カ）参加意思確認申請書類に虚偽記載があった場合は、参加資格を取り消します。 

（４）参加資格の喪失 

  参加者は、参加資格確認後に、参加資格の要件に該当しなくなったときは、参加資格 

 を失うものとします。また、都合により辞退する場合には、【様式５】企画提案競技参 

 加辞退届を提出してください。 

（５）参加資格が認められなかった者に対する説明 

 （ア）参加資格確認の結果、参加資格が認められなかった者は、県に対し、書面（様式 

   任意）によりその理由の説明を求めることができます。 

   ・提出期限：「２ 実施スケジュール」のとおり 

   ・提出場所：「４（１）問合せ・各種書類提出先」 

   ・提出方法 電子メールのみ  

 （イ）書面を受理したときから７日以内に、説明を求めた者に対して、書面でその理由 

  を説明します。 

（６）企画提案書の作成及び提出 

  企画提案書は、次により提出してください。 

 （ア）企画提案書は、【資料２】仕様書を熟読し、事業の目的を達成するために最も効 

   果的なアプローチを念頭に作成願います。 

 （イ）企画提案書のサイズ等は、原則としてＡ４判、横書きで、枚数は１５ページ以内 

   （表紙・裏表紙除く）とします。 （ページ番号を付してください。） 

 （ウ）応募者は、【資料２】仕様書の内容を十分に理解した上で、以下の項目について 

   具体性かつ実現性の高い提案を記述してください。 

    なお、当事業では、令和８年１１月にパリ市とランス市でのトップセールスを予 

   定しており、その事前調整のための出張を同年７月に予定しています。 

   ① 実施体制と実績：フランス現地ネットワーク、高度な語学力を有するスタッフ 

         の配置、フランスにおける類似業務の実績 

   ② 事業の全体設計：フランス市場の特性と秋田の強みを踏まえた情報発信・交流 

         拡大戦略 

   ③ 事前出張の際の現地コーディネート：関係者との連絡・調整・現地でのアテン 

         ド 

   ④ パリ日本文化会館でのレセプション（トップセールス）の基本計画：招待リス 

         ト案、演出案、集客手法、レセプションに係る食品・伝統工芸品等の輸出入規 



         制対応および輸送管理計画 

   ⑤ 藤田嗣治の作品をフックとした本県とランス市・ランス美術館との交流支援： 

         関係者との連絡・調整・トップセールス時の現地アテンド 

   ⑥ フランスにおける本県の認知向上と販路拡大：文化・芸術、食品（日本酒・加 

         工品等）、伝統工芸品、観光コンテンツ等の効果的な情報発信と販路拡大手法          

   ⑦ スケジュール：全業務の年間スケジュール案  

   ⑧ 費用見積もり：積算根拠が明確になるよう具体的な内訳を記載すること。（輸 

         送費、会場費、通訳費等の主要経費を明示すること） 

   ⑨ 独自提案事項：①〜⑧の必須提案事項と連動し、仕様書の目的に沿った本事業 

         の効果を高めると考えられる独自提案事項がある場合は、企画提案してくださ 

         い。ただし、実施に要する経費は、必須提案事項に要する経費と併せて、委託 

         料の上限の範囲内とします。 

 （エ)  提出できる企画提案は１案までとします。 

 （オ）企画提案の内容を実施するための費用とその詳細な積算内訳を明らかにした見積 

      書（秋田県知事 鈴木 健太 宛）を、会社所在地、商号又は名称、代表者職氏名 

      を記入作成してください。 また、下部に事業責任者、担当者、電話番号及びメー 

      ルアドレスを記入してください。（押印不要） 

 （カ）提出期限及び方法は次のとおりです。 

    提出期限：「２ 実施スケジュール」のとおり提出 

    方法：電子メールのみ（PDF形式のデータを基本とする） 

       資料については添付せず大容量ファイル転送サービスを利用して送ってく 

              ださい。 

 （キ）提出期限までに提出しない者は、辞退したものとみなします。 

 （ク）一度提出した企画提案書等は、これを書換え、引換え若しくは追加、又は撤回す 

      ることができません。 

（７）企画提案の無効     

 次のいずれかに該当する企画提案は、無効とします。 

 （ア）民法（明治 29年法律第 89号）第９０条（公序良俗違反）、第９３条（心裡留 

      保）、第９４条（虚偽表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案 

 （イ）誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案 

 （ウ）その他、企画提案競技に関する条件に違反した提案 

 

５ 委託候補者の選定方法等に関する事項  

（１）委託候補者の選定方法     

  県が別に定める委員により構成される企画提案競技審査委員会は、原則として提案者 

 によるプレゼンテーション方式（１５分程度を予定）で行います。 なお、企画提案の 

 実施に要する費用の総額が委託額を上回った場合は、審査の対象とはならないものとし 



 ます。  

  ・日時 令和８年５月２１日（木）午後（参加資格の確認結果通知と合わせて通知） 

  ・場所 オンライン（Google meetで実施）   

（２）審査     

 （ア）参加者から提出があった企画提案書をもとにプレゼンテーションをしていただ 

   き、審査員の採点及び協議により選出された第１順位者を委託候補者として選定し 

   ます。審査の結果は、「２ 実施スケジュール」のとおりに各参加者にメール等に 

   より通知します。 

 （イ）審査員は審査票に基づいて採点し、協議します。 

 （ウ）第１順位の委託候補者が契約を締結しないときは、次点の者と契約の交渉を行い 

   ます。 

 （エ）参加者多数により、プレゼンテーションの実施が困難な場合等には、企画提案書 

   による一次審査の実施、または書類審査のみとする場合があります。 その場合 

   は、「２（８）企画提案競技開催」の日程の変更等について、参加予定者へ電話・ 

   メール等により連絡します。 

 

６ 契約に関する事項  

（１）契約保証金について 

 （ア）本業務の受託者は、秋田県財務規則（昭和 39年秋田県規則第 4号）第１７７条 

   第１項の規定により、契約保証金を支払っていただきます。 ただし、秋田県財務 

   規則第１７８条の規定に該当する場合は、契約保証金を免除します。 

 （イ）受託者が支払った契約保証金は、秋田県財務規則第１７９条の規定により還付し 

   ます。 

（２）企画提案書等の関係 

   企画提案書等に記載された事項は、【資料２】仕様書と合わせ、契約時の仕様書と 

  して扱うものとします。 ただし、本業務目的達成のために修正すべき事項がある場 

  合には、県と委託候補者との協議により契約段階において内容を追加、変更又は削除 

  を行うことができるものとし、委託契約額も事業内容に応じて決定します。 

 

７ 公正な企画競技の確保  

（１）参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54 

  号）等に抵触する行為を行ってはなりません。 

（２）参加者は、企画提案にあたっては、競争を制限する目的で他の参加者と参加意思及 

  び提案内容について、いかなる相談も行ってはならず、独自に企画提案書等を作成し 

  なければなりません。 

（３）参加者は、委託候補者の選定前に、他の参加者に対して企画提案書等を意図的に開 

  示してはなりません。 



（４）参加者が連合し、又は不穏な行動等をなす場合において、企画提案競技を公正に執 

  行することができないと認められるときは、当該参加者を企画提案競技に参加させ 

  ず、又は企画提案競技の執行を延期し、若しくは取りやめることがあります。 

 

８ その他  

（１）企画提案及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通 

  貨に限ります。 

（２）提出書類の取扱い     

 （ア）参加者が県に提出した書類（以下「提出書類」という。 ）に含まれる著作物の 

   著作権は、参加者に帰属します。  

 （イ）提案書等、参加者が提出した提出書類は返却しません。 

（３）提案内容に含まれる特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の 

  対象となっているものを使用した結果生じた責任は、参加者に負担していただきま 

  す。 

（４）企画提案等作成に関する一切の経費は、提案者の負担でお願いします。 


